
○２５番（仙波憲一）（登壇） 自

民クラブの仙波憲一です。 

 通告に従いまして、順次質問を行

いたいと思います。 

 まず、地域包括支援センターと介

護認定審査会について。 

 我が国の高齢化は、これまで経験

したことのないスピードで進行して

おります。介護を必要とする高齢者

の数は増え続け、介護ニーズは量だ

けでなく、質の面でも多様化してい

ます。我が家では、94歳の母親がお

り、深夜に泥棒と叫んで警察を呼ん

だこともありました。また、医者に

連れていくと、パーキンソン病やア

ルツハイマー型認知症、レビー小体

型認知症など、いろんな症状が出て

います。朝に服を着せるのにも30分

以上かかります。こうした中で、介

護の大変さというのを十分知ること

ができました。 

 そこで、地域包括支援センター

は、制度のはざまにある高齢者に対

して、相談支援や地域資源の調整を

行う中核機関として設計されたもの

であり、直接的な介護サービスの提

供や受皿機能まで担うことは想定さ

れていません。しかし、現実には、

介護サービスの不足や制度の限界を

補う形で、地域包括支援センターが

新たな介護の受皿として機能せざる

を得ない状況が生じています。 

 こうした役割の拡大に対応するた

めには、専門職の増員、施設整備、

ＩＣＴ環境の整備など、恒常的かつ

安定した予算措置が不可欠です。 

 自治体財政への負担は、極めて大

きく、地域包括支援センターの運営

費は、地域支援事業の一部であり、

介護保険料からの拠出が影響するた

め、市町村の裁量だけでは十分な体

制整備が困難な状況です。財政負担

が増える一方で、国や都道府県の財

政関与は限定的であり、制度設計上

の課題が浮き彫りになっています。 

 さらに、市町村は、介護保険財政

の運営、介護認定業務、地域包括支

援センターの運営など、多くの責務

を負っておりますが、一方で、介護

サービス量の調整権限は限定的であ

り、権限と責任の不均衡が、制度運

営上の大きな課題となっています。 

 介護保険事業計画に基づき、市町

村が地域の実情に応じたサービス量

を見込んだとしても、実際の施設整

備やサービス指定は、都道府県の権

限であり、市の意向が十分に反映さ

れないケースも少なくありません。

この構造が続く限り、地域の実情に

即した介護体制の構築は困難であ

り、制度の持続可能性に大きく影響

を及ぼします。具体的な介護状況を

把握している地域包括支援センター

や市の介護認定審査会等ではなく、

施設の許認可を県が握っていて、県

の権限が大きく影響します。加え

て、介護認定審査会においては、全

国的に医師をはじめとする委員の確

保が困難となっており、本市におい

ても例外ではありません。医師の負

担集中、無報酬、低報酬による担い

手不足、会計年度任用職員に依存し

た事務局体制など、構造的な課題が

山積しています。審査会を増設すれ

ば解決するという単純な問題ではな

く、調査票整理や主治医意見書管

理、日程調整など事務作業が増加

し、事務局の負担は限界に達しつつ

あります。修正、再審査の増加によ

り、審査会の数を増やしても、処理

能力が線形に伸びるわけではなく、

ボトルネックは別の工程に存在する

という現実があります。これは、市

町村単独では解決が難しい構造的な



問題であり、広域化やＩＣＴ活用な

ど抜本的な改革が求められます。 

 こうした状況を踏まえ、私は以下

の点について市の見解を求めます。 

 第１に、地域包括支援センターの

現状について伺います。 

 本市における人員、施設の不足状

況をどのように認識し、今後どのよ

うな体制強化を図ろうとしているの

か、また地域包括支援センターの運

営費が、市財政に与える影響をどの

ように評価しているのか。つまり、

地域包括支援センターの運営費は、

介護保険料から拠出されています。 

 第２に、権限と責任の不均衡につ

いてお伺いします。 

 介護サービス量の調整権限が限定

的である現状を市としてどのように

捉えているのか、また市の意向が都

道府県の施設整備やサービス指定に

十分反映されていない現状を改善す

るため、どのような働きかけを行っ

ているのか。 

 第３に、介護認定審査会の構造的

課題について伺います。 

 委員確保の現状と課題、審査会増

設による事務負担の増大に対する改

善策について、市の見解を伺いま

す。 

 介護認定審査会の数を増やすこと

は、人的・財政・運営面で現実的で

はありません。医師、看護師、社会

福祉士、介護支援専門員等で構成さ

れます。医師確保が困難、事務局機

能の増員が不可欠、定員管理、会計

年度任用職員への依存、ノウハウの

属人化、財政負担が増えるが裁量は

ない。 

 第４に、広域化、ＩＣＴ活用、審

査対象の見直しについて伺います。 

 複数市町村による審査会の共同化

や広域化の検討状況、オンライン審

査や資料の電子化、ＡＩによる一次

判定補助など、ＩＣＴ活用の導入状

況、さらに更新認定の簡素化や書面

審査、有効期間の延長など、審査対

象の縮小に向けた国への要望につい

てはどうしておりますか。 

 第５に、国、都道府県の財政関与

の拡大について伺います。 

 地域包括支援センターの機能強化

に必要な経費について、国、県の財

政関与を拡大すべきと考えますが、

市の見解、また市町村の負担軽減に

向けた制度の改善についての要望は

いかがですか。 

 地域包括支援センターを新たな介

護の受皿として拡張する政策は、人

員、施設、財源の裏づけなしには持

続できません。市町村に負担を集中

させる現行制度には限界があり、

国、県、市町村の役割分担と財政責

任の再設計が不可欠です。 

 本市として、地域の実情に即した

持続可能な介護体制を構築するため

に、どのような方向性を持って取り

組むのか、明確な答弁を求めます。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。久枝福祉部長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

仙波議員さんの御質問にお答えいた

します。 

 地域包括支援センターと介護認定

審査会についてでございます。 

 まず、地域包括支援センターの現

状についてお答えいたします。 

 地域包括支援センターは、高齢者

の総合相談支援及び地域包括ケアの

中核を担う重要な機関であり、本市

におきましても、認知症や独居高齢

者の増加、複雑化する生活課題への

対応など、その役割は年々拡大いた

しております。 

 現在の人員体制につきましては、



保健師、社会福祉士、主任介護支援

専門員の専門職のうち、保健師が国

の配置基準を満たしておらず、専門

職の業務負担の増加や地域包括支援

センターが制度のはざまの支援を担

わざるを得ない状況もあり、これま

で以上に機能強化が求められている

ものと認識いたしております。 

 こうした状況を踏まえ、本市で

は、必要な職員体制の維持、強化や

地域ケア会議等を通じた地域包括力

の向上に継続して取り組む必要があ

るものと考えております。 

 次に、市財政への影響についてで

ございます。 

 地域包括支援センターの運営費

は、介護保険の地域支援事業費を財

源としており、介護保険料や一般財

源にも一定の影響を及ぼしているこ

とから、市財政への影響は決して軽

くないものと認識いたしておりま

す。 

 次に、介護保険制度運営に係る権

限と責任の不均衡についてでござい

ます。 

 特別養護老人ホームなどの広域型

施設は、指定権限を都道府県が有し

ており、市は保険者として財政責任

を負う立場にありながら、施設整備

を直接決定できないという制度上の

制約がございます。 

 一方で、本市が指定権限を有する

地域密着型サービスにつきまして

は、介護保険事業計画に基づき、日

常生活圏域ごとの需要を見込みなが

ら整備を進めており、認知症対応型

共同生活介護や小規模多機能型居宅

介護など、本市の高齢者介護を支え

る中核的なサービスとして位置づけ

ております。 

 このようなことから、本市が広域

型施設を含めた全体のサービス量を

完全にコントロールできる制度構造

にはなっていないものの、特別養護

老人ホームなど県が所管する施設の

指定に際しましては、介護保険事業

計画との整合を図る観点から、市が

意見を求められており、地域の実情

に基づく計画的な整備の必要性につ

いて市の意見が十分反映されるよ

う、働きかけているところでござい

ます。 

 次に、介護認定審査会の構造的課

題についてでございます。 

 委員の確保につきましては、新居

浜市医師会をはじめとする関係団体

に依頼し、必要な専門性と経験を有

する方を御推薦いただいた上で改選

を行っております。これまで、審査

に必要な委員数は確保できており、

委員不足の状況にはございません

が、今後におきましても、関係団体

との連携を図りつつ、安定的な確保

に努めてまいります。 

 また、本市では、更新認定の簡素

化や有効期間の延長などの取組を進

めてきた結果、実審査件数は減少傾

向にございますことから、介護認定

審査会委員の定数を令和７年度から

54名から49名の体制に変更し、６班

体制による効率的な合議体運営を行

っております。 

 今後におきましても、審査件数の

推移を見ながら、委員体制及び事務

局体制の適正な維持に努め、円滑か

つ公正な審査運営を確保してまいり

ます。 

 次に、広域化及びＩＣＴ活用並び

に審査対象の見直しについてでござ

います。 

 審査会の共同化、広域化につきま

しては、本市は一定規模の被保険者

数を有し、介護認定件数も安定的に

推移していることから、現在の体制



で円滑な運営が可能となっており、

現時点では具体的な検討は行ってお

りません。 

 ＩＣＴの導入状況につきまして

は、審査会資料の電子化は、現時点

では実施しておりませんが、オンラ

イン審査会は、令和４年８月から開

始しており、現在は６合議体のう

ち、半数の３合議体で導入いたして

おります。 

 また、一次判定につきましては、

厚生労働省が示す一次判定ソフトに

よるコンピューター判定を行ってお

り、ＡＩの導入につきましては、制

度の公平性、適正性の確保が重要で

ありますことから、国の動向を注視

しながら、慎重に判断してまいりま

す。 

 更新認定の簡素化につきまして

は、平成30年４月以降、実施可能と

なったことを受け、審査委員の承認

を得て、平成30年９月審査分より実

施いたしております。 

 書面審査につきましては、令和３

年１月から令和５年４月まで、新型

コロナ感染症対策として緊急的に実

施いたしましたが、要介護認定の最

終判定は、法令に基づき介護認定審

査会で行うこととされておりますこ

とから、今後の審査の在り方につき

ましては、法令の趣旨を踏まえ、国

の方針に沿って適切に対応してまい

ります。 

 有効期間の延長につきましては、

平成30年４月以降の更新申請を対象

に、36か月まで延長し、さらに令和

５年11月以降は、最長48か月まで拡

大して運用しており、審査対象件数

の適正化を図っているところでござ

います。 

 審査対象の縮小につきましては、

国において既に一定の見直しが図ら

れているところであり、今後におき

ましても、制度改正の動向を注視

し、公平かつ持続可能な制度の推進

を図ってまいります。 

 次に、国、県の財政関与の拡大に

ついてでございます。 

 地域包括支援センターの機能強化

には、専門職の確保、資質向上のた

めの研修など、継続的で安定した財

政措置が不可欠ですが、現在の制度

では、市町村の負担が大きく、国、

県の財政関与は、限定的となってい

るのが実情でございます。 

 本市といたしましては、持続可能

な形で地域包括支援センターの機能

を十分に発揮できるよう、運営費に

係る国、県の財政支援の拡充や市町

村の財政負担が過度にならない制度

設計の見直しなどについて、機会を

通じて制度改善に向けた働きかけを

進めてまいります。 

○議長（田窪秀道） 仙波憲一議

員。 

○２５番（仙波憲一）（登壇） る

る御答弁をいただいたわけですけれ

ども、どちらにせよ、地域包括支援

センターを運営するに当たって、そ

れが全部介護保険料にかかってくる

ということをいま一度認識の中に置

いていただいて運営をしていただき

たいということが１点。 

 もう一つは、介護認定審査会につ

いては、費用は市が持ち出しをする

わけなんで、そういう意味でも、こ

のことについてはもう少し限定的な

対応が要るんではないかというふう

に思いますが、その点はいかがです

か。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。久枝福祉部長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

仙波議員さんの御質問にお答えいた



します。 

 介護認定審査会について限定的な

対応というのが必要ではないかとい

うことでございます。 

 議員がおっしゃられますとおり、

介護認定審査会においては、審査会

の方々に対して負担が過度にならな

いように、かつ認定を受けようとす

る方々の適正で公正な審査、そして

期間がたくさんかからないように速

やかな審査結果の通知ができるよう

に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（田窪秀道） 仙波憲一議

員。 

○２５番（仙波憲一）（登壇） ど

ちらにしても、地域包括支援センタ

ーの運営は、介護保険料全体にかか

ってくると。介護認定審査会の費用

については、市が持ち出しをしなき

ゃどうしようもないという今の現状

があるわけですので、そういう意味

でぜひ担当課については考えていた

だきたいというふうに思います。 

 


